
昨
年
九
月
十
九
日
、
安

倍
政
権
が
強
行
採
決
し
た

「
戦
争
法
」
（
平
和
安
全

保
障
関
連
法
）
。
昨
年
各

地
で
広
が
る
反
対
行
動
に

つ
い
て
自
民
党
の
あ
る
議

員
は
「
国
民
は
正
月
モ
チ

食
っ
た
ら
忘
れ
る
」
と
放

言
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

年
が
明
け
て
も
全
国
で
法

律
の
廃
止
を
求
め
る
様
々

な
行
動
が
展
開
さ
れ
て
い

ま
す
。

組
合
の
加
盟
す
る
「
戦

争
を
す
る
国
に
し
な
い
佐

野
市
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

で
は
、
毎
週
市
内
各
地
で

宣
伝
行
動
を
継
続
し
て
い

ま
す
。

一
月
十
九
日
に
は
、
佐

野
地
区
労
な
ど
他
団
体
と

共
同
で
市
役
所
前
で
の
宣

伝
行
動
を
行
い
ま
し
た
。

組
合
事
務
所
で
は
戦
争

法
廃
止
に
向
け
た
「
二
千

万
人
署
名
」
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
ご
協
力
お
願

い
し
ま
す
。

２０１６年１月２５日 Ｎｏ１７０

【
県
労
連
情
報
】
一
月
三
十
日
（
土
）
午
後
一
時
半
か
ら
臨
時
大
会
を
開
催
し
ま
す
。
引
き
続
き
、
春
闘
学
習
会
、
旗
開
き
（
午
後
六
時
開
会
）
を
開
催
し
ま
す
。

場
所
は
全
て
宇
都
宮
市
「
ニ
ュ
ー
み
く
ら
」
。
旗
開
き
会
費
一
人
五
千
円
。

★ １月２７日（水）午後１時１５分から県労働委員会で、日祥運輸倉庫の第３回証人尋問があります。傍聴支援をお願いします。

利用金額 割引額 割引率

5,000円 0円 0.00％

10,000円 1,000円 10,00％

15,000円 2,500円 16,67％

20,000円 4,000円 20,00％

25,000円 5,500円 22,00％

30,000円 7,000円 23,33％

40,000円 11,000円 27,50％

50,000円 15,000円 30,00％

100,000円 35,000円 35,00％

150,000円 55,000円 36,67％

200,000円 75,000円 37,50％

300,000円 115,000円 38,33％

高
速
道
路
を
利
用
す

る
組
合
員
が
増
え
て
い

ま
す
。

し
か
し
、
ク
レ
ジ
ッ

ト
会
社
発
行
の
Ｅ
Ｔ
Ｃ

カ
ー
ド
利
用
者
に
た
い

す
る
割
引
は
減
少
廃
止

が
続
き
、
実
質
的
な
値

上
げ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

組
合
で
紹
介
す
る
Ｅ

Ｔ
Ｃ
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
カ
ー

ド
は
、
高
速
道
路
の
大

口
・
多
頻
度
利
用
者
を

対
象
と
し
た
Ｅ
Ｔ
Ｃ
カ
ー

ド
で
個
人
で
も
利
用
可

能
で
す
。

現
在
使
っ
て
い
る
Ｅ

Ｔ
Ｃ
カ
ー
ド
と
入
れ
替

え
る
だ
け
で
、
高
速
料

金
が
最
大
二
〇
％
か
ら

四
〇
％
割
引
に
な
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
カ
ー
ド
利
用

に
は
一
定
の
条
件
が
あ

り
ま
す
。
詳
し
く
は
組

合
事
務
所
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

1台当たりの高速料金額／月

5,000円～10,000円まで→20％割引

10,000円～30,000円まで→30％割引

30,000円を超える部分→40％割引

お
困
り
の
際
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

（
株
）
ド
リ
ー
ム
ス
ト
リ
ー
ト

1/9支部執行委員会22名。久々にOB中沢さん、鈴木

さんも参加。しかし「いっちょう」激セマで×

1/10東成資材新年会。まだまだみなさん「現役」

であることが明らかになりました。

「野党は共闘を」1/19寒風吹き荒れるなか県

本部役員含め約15名で宣伝行動

通
常
、
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
の
場

合
は
年
末
調
整

で
確
定
申
告
が

完
了
し
ま
す
。

医
療
費
が
一
定

以
上
に
達
し
た

場
合
は
源
泉
徴

収
票
を
使
っ
て

還
付
請
求
す
る

こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
ま
す
。

今
回
ご
紹
介
す

る
の
は
「
特
定

支
出
控
除
」
と

い
っ
て
、
業
務

に
か
か
る
支
払

い
が
多
い
場
合

に
控
除
が
出
来
る
制
度
で

平
成
２
４
年
に
改
正
さ
れ

対
象
項
目
、
対
象
者
の
範

囲
が
拡
大
さ
れ
多
く
の
国

民
が
利
用
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

範
囲
は
次
の
通
り
で
す
。

①
通
勤
費
用
、
②
転
居
費

用
、
③
旅
費
費
用
、
④
研

修
費
用
、
⑤
資
格
取
得
費

用
、
⑥
図
書
費
、
⑦
衣
服

費
、
⑧
交
際
費
等
（
⑥
か

ら
⑧
を
勤
務
必
要
経
費
と

い
う
）

特
定
支
出
控
除
は
、
特

定
支
出
に
当
た
る
支
出
が

給
与
所
得
控
除
の
半
分
を

超
え
る
場
合
が
対
象
と
な

り
、
そ
の
超
え
た
金
額
に

関
し
て
特
定
支
出
控
除
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

★
年
収
４
０
０
万
円
、
特

定
支
出
額
が
５
５
万
円
だ
っ

た
場
合

５
５
万
円
－
｛
（
４
０

０
万
円
×
２
０
％
＋
５
４

万
円
）
×
１
／
２
｝
＝
－

１
２
万
円

計
算
結
果
が
「
マ
イ
ナ
ス
」

と
な
り
ま
し
た
の
で
、
こ

の
事
例
で
は
特
定
支
出
控

除
は
対
象
外
で
し
た
。

★
年
収
３
０
０
万
円
、
特

定
支
出
額
が
５
５
万
円
だ
っ

た
場
合

５
５
万
円
－
｛
（
３
０

０
万
円
×
３
０
％
＋
１
８

万
円
）
×
１
／
２
｝
＝
１

万
円こ

の
場
合
で
あ
れ
ば
１

万
円
の
特
定
支
出
控
除
が

受
け
ら
れ
ま
す
。
但
し
、

注
意
点
は
会
社
側
か
ら
業

務
上
必
要
だ
と
承
認
さ
れ

た
書
類
と
領
収
書
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

業
務
命
令
に
よ
る
転
勤

に
伴
う
引
っ
越
し
費
用

（
転
居
費
用
）
や
ス
キ
ル

ア
ッ
プ
の
た
め
の
研
修
費

用
、
あ
る
い
は
単
身
赴
任

者
が
自
費
で
居
所
と
自
宅

間
を
移
動
す
る
の
に
か
か
っ

た
旅
費
な
ど
は
身
近
な
対

象
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

し
っ
か
り
納
税
し
主
権

者
と
し
て
消
費
税
増
税
反

対
を
主
張
し
よ
う
！


